
内
閣
衆
質
一
六
〇
第
一
二
号

平
成
十
六
年
九
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
外
一
名
提
出
米
国
で
発
売
さ
れ
た
「
日
本
輸
出
不
可
」
商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
十
日
受
領

答

弁

第

一

二

号



衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
外
一
名
提
出
米
国
で
発
売
さ
れ
た
「
日
本
輸
出
不
可
」
商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
平
成
十
六
年
四
月
二
十
日
の
参
議
院
文
教
科
学
委
員
会
に
お
け
る
河
村
文
部
科
学
大
臣
及
び
稲
葉
文
部
科
学
副

大
臣
の
答
弁
（
以
下
「
本
件
答
弁
」
と
い
う
。
）
は
、
欧
米
の
主
要
な
レ
コ
ー
ド
会
社
五
社
（
以
下
「
フ
ァ
イ
ブ
メ
ジ
ャ
ー
」

と
い
う
。
）
が
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
著
作
権
法

（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
欧
米
諸
国

に
お
い
て
発
行
し
た
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
我
が
国
へ
の
輸
入
を
差
し
止
め
る
考
え
が
な
い
旨
を
国
内
の
関
連
会
社
を
通
じ
て

表
明
し
て
い
る
こ
と
、
フ
ァ
イ
ブ
メ
ジ
ャ
ー
以
外
の
会
社
が
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
欧
米
諸
国
に
お
い
て
発
行
し
た

商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
我
が
国
へ
の
輸
入
を
差
し
止
め
る
考
え
を
有
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
こ
と
等
に

つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
事
例
に
つ
い
て
、
文
化
庁
に
お
い
て
社
団
法
人
日
本
レ
コ
ー
ド
協
会
か
ら
事
情
を
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
パ
ラ
ソ

ル
・
レ
コ
ー
ド
社
（
以
下
「
パ
ラ
ソ
ル
社
」
と
い
う
。
）
は
、
「
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｅ
Ｏ

Ｂ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
Ｓ
」
と
い
う
商
業
用
レ
コ
ー

一



ド
（
以
下
「
当
該
商
業
用
レ
コ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
の
著
作
権
者
及
び
著
作
隣
接
権
者
で
あ
る
「
ヴ
ェ
ル
ヴ
ェ
ッ
ト
・
ク
ラ

ッ
シ
ュ
」
と
称
す
る
グ
ル
ー
プ
（
以
下
「
ヴ
ェ
ル
ヴ
ェ
ッ
ト
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
」
と
い
う
。
）
か
ら
委
託
を
受
け
て
、
当
該
商

業
用
レ
コ
ー
ド
の
製
造
及
び
通
信
販
売
を
行
っ
て
い
る
事
業
者
で
あ
り
、
パ
ラ
ソ
ル
社
及
び
ヴ
ェ
ル
ヴ
ェ
ッ
ト
・
ク
ラ
ッ
シ

ュ
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
フ
ァ
イ
ブ
メ
ジ
ャ
ー
で
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
当
該
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
日
本
国
内
盤
を
発
売
し
て
い
る
の
は
、
株
式
会
社
ソ
ニ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
エ
ン
タ
テ

イ
ン
メ
ン
ト
で
は
な
く
、
そ
の
子
会
社
の
株
式
会
社
ソ
ニ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ジ
ャ
パ
ン
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
両
社
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
当
該
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
我
が
国
へ
輸
出
し
な
い
よ
う
パ
ラ
ソ
ル
社
又
は
ヴ
ェ
ル
ヴ

ェ
ッ
ト
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
に
対
し
て
要
請
し
た
事
実
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
本
件
答
弁
と
抵
触
す
る
よ
う
な
事
実
が
あ
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。

な
お
、
フ
ァ
イ
ブ
メ
ジ
ャ
ー
は
、
そ
の
う
ち
二
社
が
平
成
十
六
年
八
月
に
合
併
し
て
お
り
、
現
在
で
は
四
社
と
な
っ
て
い

る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三
の
一
及
び
三
の
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
輸
入
業
者
が
新
法
第
百
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
「
情
を
知
つ
て
」
と
い
う
要
件
を

二



満
た
す
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
事
実
関
係
を
踏
ま
え
て
個
別
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
に
お
答

え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三


